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主        文 

 １ 被告は，原告Ａに対して，１３７５万円及びこれに対する平成２３年２月１

０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ２ 被告は，原告Ｂに対して，１３７５万円及びこれに対する平成２３年２月１

０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ３ 被告は，原告Ｃに対して，１４３０万円及びこれに対する平成２３年２月１

０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ４ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

５ 訴訟費用は，これを２分し，その１を被告の負担とし，その余を原告らの負

担とする。 

 ６ この判決は，第１項から第３項までに限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 原告らの請求 

１ 被告は，原告Ａに対し，２４７５万円及びこれに対する平成２３年２月１０

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 被告は，原告Ｂに対し，２４７５万円及びこれに対する平成２３年２月１０

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 被告は，原告Ｃに対し，３８５０万円及びこれに対する平成２３年２月１０

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

本件は，石綿セメント管（以下「石綿管」という。）を製造していた被告

の元従業員ないしその遺族らが，元従業員らが被告の工場で石綿管の製造作

業に従事した際に石綿（アスベスト）粉じんに曝露したことにより，石綿肺

等の石綿関連疾患に罹患し，あるいは同疾患により死亡したとして，被告に

対し，債務不履行（安全配慮義務違反）又は不法行為に基づき，慰謝料等の

損害賠償を求める事案である（遅延損害金の始期は，訴状送達の日の翌
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日）。 

１ 前提となる事実（証拠を摘示しない事実は，当事者間に争いがない。） 

(1)     被告      

被告の前身会社である「Ｄ株式会社」は，石綿管の製造，販売を主な業務

として設立され，昭和８年４月に埼玉県与野町（現さいたま市）に工場（以

下「大宮工場」という。）を建設して石綿管の製造，販売を実施してきた。

大宮工場は，昭和５７年に閉鎖され，埼玉県鷲宮町に移転された（以下，鷲

宮町に建設された工場を「鷲宮工場」という。甲Ａ４）。 

Ｄ株式会社は，その後，株式譲渡等により事業内容の転換，商号の変更を

経て，現在の「Ｅ株式会社」となった（以下，商号変更の前後を問わず「被

告」という。）。 

(2)   亡Ｆ，亡Ｇ，原告Ａ及び原告Ｂ 

亡Ｇ（以下「亡Ｇ」という。）は亡Ｆ（昭和８年３月６日生まれ。以下

「亡Ｆ」という。）の妻であり，原告Ａ及び原告Ｂは，亡Ｆと亡Ｇとの間の

子である。 

亡Ｆは，昭和２９年８月から昭和５７年１２月まで被告の従業員であっ

た。亡Ｆは，平成２２年１０月１０日，悪性胸膜中皮腫により死亡した（死

亡時７７歳）。（甲Ｊ５） 

亡Ｆの死亡により，亡Ｆの権利義務を，亡Ｇが２分の１，原告Ａ及び原告

Ｂが４分の１ずつの割合で相続した。本件提訴後の平成２４年２月２１日に

亡Ｇが死亡したため，原告Ａ及び原告Ｂは，亡Ｇの権利義務を２分の１ずつ

の割合で相続するとともに，原告の地位を承継した（すなわち，原告Ａ及び

原告Ｂは，亡Ｆが有していた損害賠償請求権を２分の１ずつの割合で取得し

たことになる。）。（記録中の戸籍謄本） 

  (3)     原告Ｃ 

原告Ｃ（昭和１１年１１月３０日生まれ）は，昭和３９年１２月から昭
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和５７年１２月まで，被告の従業員であった。 

２ 争点及びこれに関する当事者の主張 

(1)     被告において，石綿粉じんにより従業員に健康被害が発生することを予

見できた時期はいつか。 

   （原告らの主張） 

海外においては，明治３２年に最初の石綿肺についての報告がされ，

明治３９年ころからは，欧米各国で石綿を扱う労働者にじん肺所見がみら

れるとの報告が相次いだ。昭和５年には，２０年以上石綿を扱う労働者

の６６％が石綿肺に罹患していたことが報告され，昭和６年には，けい

肺を目的とする会議において，石綿の吸引によってじん肺が発生するこ

とが示された。同年には，イギリスでアスベスト（石綿）産業規制法が

導入され，遅くともこのころには，石綿肺の危険性は国際的に広く認識

された。 

日本国内においても，明治中ごろには，石綿がじん肺の原因になりう

ることが広く知りうる状態となっており，昭和初期には，じん肺の一種

として石綿肺の危険性が認識されていた。昭和４年には，工場法及び同

法に基づく規則等により，粉じんの発散を防止すべく設備を設けること等

が定められた。 

したがって，被告は，遅くとも昭和６年には，従業員が石綿粉じんに曝露

することにより重大な健康被害が生じる抽象的な危惧を持っており，この時

点で予見可能性があった。 

（被告の主張） 

ア わが国において，石綿に起因する労働災害の研究が進み，その防止の具

体的な手段方法及び作業現場における対策等が定められたのは，昭和４６

年４月２８日に制定された特定化学物質等障害予防規則（以下「特化則」

という。）である。もっとも，特化則によっても，石綿粉じんの取扱いに
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ついて企業が採るべき具体的対策は明らかではなく，昭和５４年４月２５

日に，粉じん障害防止規則が制定されて初めて明らかとなった。 

以上より，石綿粉じんへの曝露による健康被害について被告が予見可能

となったのは，粉じん障害防止規則の制定時である昭和５４年４月２５日

である。また，抽象的な危険を認知したのは，早くとも特化則の制定時で

ある昭和４６年４月２８日である。 

 イ また，亡Ｆの死因とされている悪性胸膜中皮腫は特殊な病気であり，

医学的知見は最近にいたっても確定していない部分が多く残されてい

る。それゆえ，中皮腫に関する予見可能性は，じん肺に関する予見可能

性とは別に検討する必要がある。被告は，中皮腫の発生を予見し得なか

った時期においては，中皮腫に関する安全配慮義務違反の責任を負うこ

とはない。労働基準法施行規則所定の業務上の疾病の例示として石綿に

曝露する業務による中皮腫を追加する改正が行われたのは，昭和５３年

３月３０日であるから，民間企業である被告は，少なくとも同日までに

石綿曝露によって中皮腫の発生を具体的に予見することは不可能であっ

た。 

(2)   被告に求められる安全配慮義務の具体的内容及び義務違反の有無 

 （原告らの主張） 

被告には，石綿粉じんによる健康被害の発生を防止するために以下の安全

配慮義務が認められるところ，これらの義務に違反した。 

ア 石綿を用いた作業自体を中止すべき義務 

  被告は，危険な石綿作業自体を中止し，既存の鋳鉄管に代替する等の手

段を選択する義務を負うところ，他社が石綿セメント管の製造を中止した

後も１０年間にわたり，漫然と大宮工場，鷲宮工場の操業を継続させ，こ

の義務に違反した。 

イ 職場における石綿量の調査・測定義務 
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被告は，職場において，石綿量の調査，測定をする義務を負う。しか

し，被告が初めて作業環境測定を行ったのは昭和４０年代後半であり，そ

れまで作業環境測定を行ったことはなかった。 

ウ 石綿粉じんの発生飛散抑制義務 

 被告には，石綿粉じんによる健康被害を防ぐために，粉じんの発生自体

を防止すべき義務があり，それができないときは，作業場内の粉じんの飛

散を防止するために，粉じんの発生源を密閉，隔離し，局所排気装置を備

えるなど必要な措置を講じる義務がある。 

石綿を解綿する作業，原料を混合する作業，石綿管を切削する作業では

大量の石綿粉じんが飛散していたが，被告は有効な措置を講じなかった。

大宮工場における作業工程の一部が自動化（オートメーション化）された

のは，昭和５２年以降であったし，オートメーション化によっても従業員

は石綿に曝露する作業を行う必要があった。オートメーション化後には集

じん機が設置された職場もあったが，こぼれてしまった石綿を余すことな

く回収するために設置されたものであり，従業員が作業する場には設置さ

れなかったので，石綿の発生や飛散を抑制するのに役立たなかった。 

エ マスク配布及び着用指導，教育実施義務 

 作業場に粉じんが発生・浮遊している場合には，有効かつ最良の防じん

マスク等の呼吸用保護具や交換部品を随時支給する必要がある。昭和２６

年に発出された通達等により，被告には，マスクの交付及びその着用や使

用方法に関する指導義務が課せられていた。 

  しかし，被告は従業員に対して適切なマスクを支給していなかった。 

オ じん肺や石綿関連疾患の危険性等に関する教育をすべき義務 

  被告は，労働者に対して，じん肺や石綿関連疾患の発生メカニズム，有

害性，危険性等に関する安全衛生教育を行う義務があった。 

  被告の安全衛生委員会では，じん肺や石綿関連疾患の発生メカニズム，
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有害性，危険性等については協議されなかった。 

原告Ｃは，昭和５５年に粉じん作業特別教育を受けたが，その結果を他

の従業員に話すなどの報告の機会を与えられなかったことなどから，講習

の内容が過剰であるかのような印象を持たせられ，石綿の危険性を認識で

きなかった。 

カ 健康診断実施義務及び結果通知義務 

 被告には，じん肺罹患者を早期に発見し，適切な治療を受けられるよう

にするため，従業員に対して健康診断を実施する義務がある。また，使用

者が労働基準監督署から区分決定通知を受けた場合には，遅滞なくその内

容を当該労働者に通知する義務がある。 

 昭和３５年には，常時粉じん作業に従事する者に対するじん肺健康診断

の実施を義務づけたじん肺法が制定されたが，このころ被告は，じん肺健

康診断を実施していなかった。 

 また，原告Ｃが被告から受け取った書面（甲Ｇ２）には，昭和５３年１

０月に行った健康診断について，被告は労働基準監督署から昭和５４年１

０月に結果通知を受け，これを原告Ｃに昭和５５年３月に通知したと記載

されているが，健康診断から通知まで１年半を要しており，被告は，健康

診断の結果を早期に通知すべき義務に違反している。 

 （被告の主張） 

   被告は，以下のとおり，注意義務を果たしていた。 

ア 安全及び衛生に関する教育 

 被告は，昭和３０年代には，被告工場の従業員に対して安全及び衛生に

関する心得・諸注意事項を取り纏めた手帳(以下「安全衛生手帳」とい

う。乙Ａ１０)を数年に一度配布し，新たに製造工程に従事することにな

った従業員に対しても，その都度配布していた。被告は，従業員に対し，

安全衛生手帳の記載内容を遵守するように義務付けており，これは労働協



 7 

約にも定められていた。 

安全衛生手帳では，防じんマスク及び保護用具の着用や打ち水をするこ

とを義務付けていたほか，職場ごとに安全及び衛生の注意及び義務内容を

明記していた。 

      イ  労使による安全衛生委員会の定期的な開催 

 被告は，遅くとも昭和３３年までには，各工場において定期的に自主的

な安全衛生委員会を開催し，どのような規格のマスクを使用すべきか，マ

スク等の保護具の使用状況の確認及び改善，粉じん発生状況，測定結果の

確認及び改善，じん肺健康診断の実施状況及び結果の確認等が協議され

た。 

     ウ その他安全及び衛生に関する啓発活動 

 被告は，その他安全及び衛生に関する労働者に対する啓発活動として，

遅くとも昭和３５年以降，毎年の全国安全週間及び全国労働衛生週間の際

に，安全・衛生に関して，スライドの上映，職場のパトロール，各職場へ

のポスターの配布及び掲示，標語の募集等をして安全及び衛生に関する従

業員の意識の向上及び維持に努め，啓発活動を継続的に実施してきた。 

 昭和５５年以降は，粉じん作業特別教育を実施して，粉じんの発生防止

対策，保護具の使用方法，粉じんの有害性，粉じんに関する法令等につい

ての教育を行っていた。 

エ じん肺健康診断の実施 

 被告は，昭和３５年のじん肺法施行後，同法に基づくじん肺健康診断を

実施してきた。 

オ 自主的な作業環境測定の実施 

 粉じん測定を義務づける特化則が制定されたのは昭和４６年であるが，

被告は，昭和３４年８月には，埼玉県衛生研究所に委託して粉じんの測定

を行い，その後も，昭和４６年ころまでは年１回，同年以降は年２回，粉
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じん測定を自主的かつ定期的に行っていた。 

カ 検定品マスクの支給 

被告は，昭和３３年１１月，大宮工場の安全衛生委員会において，スポ

ンジのような防じんマスクであるエステルマスクを作業員全員に支給する

ことを決定し，支給していた。その後，昭和３７年１月に，国家検定に適

合した防じんマスクを新たに選定し，昭和４０年２月に，職場によって

は，国家検定特級又は一級に適合する防じんマスクを支給し，昭和４７年

には，粉じん職場に従事する全従業員に対して国家検定特級に適合する防

じんマスクを支給した。その後も，国家検定の規格が変更されるたびに，

これに適合したマスクを支給していた。 

キ 作業環境整備のためのオートメーション化等 

 大宮工場では，昭和４０年から昭和４２年にかけて，石綿の計量を自動

化するなどのオートメーション化を実施した。 

 また，被告は，遅くとも昭和３７年１２月以降，各職場に吸じん装置や

集じん機を設置するなど，作業環境整備のための措置を採っていた。 

(3)   被告の義務違反と亡Ｆ及び原告Ｃの石綿関連疾患の罹患との因果関係 

   （原告らの主張）  

長期間大宮工場で大量の石綿に曝露したことによって，亡Ｆは，悪性胸膜中皮腫

に罹患しこれにより死亡し，原告Ｃは，じん肺管理区分２との決定を受け，さらに

合併症である続発性気管支炎に罹患したのであり，被告の注意義務違反とこれら

の疾患への罹患ないし死亡との因果関係は明らかである。 

（被告の主張）  

  否認する。 

(4) 損害及びその額 

 （原告らの主張） 

     ア 亡Ｆに生じた損害 
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       現時点までの損害を包括する慰謝料   ４５００万円 

  弁護士費用               ４５０万円 

                イ 原告Ｃに生じた損害 

       現時点までの損害を包括する慰謝料   ３５００万円 

  弁護士費用               ３５０万円 

  （被告の主張） 

  争う。  

 第３ 争点に対する判断 

      １ 証拠（各項に記載したもの）及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認め    

           られる。 

  (1) 石綿及び石綿関連疾患について（甲Ａ５，Ａ５０，乙Ａ１） 

       ア 石綿とは，天然にできた鉱物繊維である。丈夫で変化しにくく，耐     

           火性，断熱性，防音性，絶縁性などの機能を有することから，建材製  

           品等多様な製品に用いられてきた。 

石綿は，肉眼では見ることができない極めて細い繊維からなってお

り，飛散すると空気中に浮遊しやすく，吸入されて人間の肺胞に沈着

しやすい特徴を有する。吸い込まれた石綿の一部は痰の中に混ざり体

外に排出されるが，体外に排出されなかった石綿は，丈夫で変化しに

くい性質から，肺の組織内に長く滞留することになる。石綿を吸入す

ることによって生じる疾患（石綿関連疾患）として，石綿肺，中皮腫

等がある。また，石綿曝露の指標となる医学的所見として，胸膜肥厚

斑等がある。 

 イ 石綿肺 

     じん肺は，粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を

主体とする疾病をいう（じん肺法２条１項１号）。 

石綿肺は，石綿を大量に吸入することにより肺が線維化するじん肺の一
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種である。 

ウ 悪性胸膜中皮腫 

   中皮腫とは，肺や肝臓，心臓などの臓器の表面と体壁の内側を覆

い，臓器の動きをスムーズにする中皮細胞に生じる腫瘍であり，悪性

胸膜中皮腫とは，中皮細胞のうち肺を取り囲む胸膜にできる悪性の腫

瘍である。中皮腫のほとんどは，石綿への曝露が関係している。他の

原因として，エリオナイト（天然鉱物繊維）への曝露によるものや，

放射線療法（トロトラストを含む。）を受けたことによるものなどが

報告されているが，いずれも報告数は少なく，また，わが国において

エリオナイトに曝露する機会は通常ない。石綿への曝露から胸膜中皮

腫発症までの潜伏期間は４０年前後であることが多い。  

エ 胸膜肥厚斑 

  胸膜肥厚斑とは，壁側胸膜に生じる局所的な線維性の肥厚（盛り上がり

状態）をいう。臓側胸膜との癒着はなく，通常肺機能の低下は起こらな

い。胸膜肥厚斑が生じる原因物質には，石綿のほか，エリオナイトがある

と考えられている。 

(2)     石綿管製造工程及び作業環境 

被告における石綿管の製造工程の概要は，石綿を粉砕して解綿し，セメン

ト等と混ぜた液状の混合物を作り，これを管の形になるよう固めたうえで，

寸法を合わせるために切断，切削をするというものであった。また，被告に

おいては，石綿管と石綿管とを接合するための石綿性の継ぎ手製品も製造さ

れていた。（甲Ａ４，Ｇ９，Ｊ１２，Ｊ１３，証人Ｈ（以下「Ｈ」とい

う。），原告Ｃ） 

製造工程のうち，石綿を解綿し原料を混合する作業を行う職場（以下「原

料職場」という。），石綿管の切断，切削作業を行う職場（以下「石綿管仕

上職場」という。）及び継ぎ手の切削作業を行う職場（以下「継ぎ手加工職
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場」という。）の作業内容及び作業環境は以下のとおりであった。 

ア 原料職場（甲Ａ４０，Ｇ９，Ｇ１０，Ｊ１２，原告Ｃ） 

(ｱ) 昭和４０年ころから昭和５０年ころまで 

①  原料倉庫に山積みになっている石綿の入った麻袋を手作業で降ろ

し，フォークリフトに載せて運ぶ。麻袋を降ろす際に麻袋の破れた部

分から石綿粉じんが飛散した。 

② 運んできた麻袋の上部をナイフで切り，麻袋を抱え込むように持ち

上げて麻袋の切り口を石綿混砕機の投入口に入れ，石綿を流し込むよ

うに投入する。この際，投入口から大量の石綿粉じんが飛散した。石

綿混砕機は，石のように石綿をすりつぶし，さらにすりつぶされた

石綿を撹拌するものであったが，粉砕時及び撹拌時にも石綿粉じんが

飛散した。 

③ 石綿混砕機で解綿された石綿を，デージングレーターという機械で

ふわふわの状態とし，これを送風機により吹き上げ，階上（２階又は

３階）にある石綿ボックスにためる。石綿ボックスには布が張られ，

空気を逃がしながら布に綿状の石綿をためる仕組みとなっていたが，

布が石綿粉で目詰まりすると空気が逃げなくなるため，従業員が，一

日に何度か布を棒で叩いて目詰まりした石綿粉を落としていた。この

際従業員は大量の石綿粉じんに曝露した。 

④ 石綿ボックスにたまった石綿をドラム缶に詰め込んで計量し，ドラ

ム缶に入った石綿を原液混合機に投入していく。原液混合機は，階下

（石綿ボックスが３階の場合は２階，２階の場合は２階床の下）にあ

ったため，石綿の投入は，３階ないし２階でドラム缶を倒し，ドラム

缶内の石綿を２階ないし２階床の下にある原液混合機に投入するとい

う方法で行われた。このように高い位置から大量の石綿を落とし込む

うえ，室内は狭く密閉されていたため，作業中は大量の石綿粉じんが
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舞っていた。 

⑤ 原液混合機で，石綿やセメント粉などの原料が混合され，この混合

物を製管機に流し込み，管の形に成型していく。 

(ｲ) 昭和５０年ころ以降 

  昭和５０年ころに，原料職場の一部がオートメーション化され，石

 綿を石綿混砕機に投入する作業（上記②）及び綿状になった石綿を

ドラム缶に詰めて計量し，原液混合機に投入する作業（上記④）が自

動化された。 

しかし，綿状になった石綿を計量する自動計量器の中で石綿が浮いて

しまいうまく計量できない場合や，石綿を吹き上げるパイプが詰まった

場合には，手作業で石綿を押し込んだりかき出したりする必要があり，

その際に従業員は大量の石綿粉じんに曝露した。 

   イ 石綿管仕上職場（甲Ｊ１２，Ｊ１３，証人Ｈ） 

  (ｱ)     切断作業 

成型された石綿管の両端をグラインダーという機械を使って切断す

る。この際，大量の粉じんが舞うため，作業時には自動的に水がかけら

れるようになっていた。 

  (ｲ)     切削作業 

両端を切断した石綿管の外形や側面の寸法を調整するため，旋盤を用

いて石綿管を削る。この作業は，０．１ミリメートル単位での正確性が

求められていたため，従業員は石綿管に顔を近づけて作業を行ってい

た。また，機械の目盛りに積もった大量の石綿粉じんを刷毛や息で飛ば

しながら作業をする必要があったため，従業員は大量の石綿粉じんに曝

露した。この作業は上記のとおり正確性が求められるため，切断作業と

は異なり，水がかけられるようにはなっていなかった。 

   ウ 継ぎ手加工職場（甲Ｊ１２，Ｊ１３，証人Ｈ） 
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     継ぎ手の内面の寸法を調整するため，旋盤を用いて石綿管を削る。上記

イ(ｲ)の切削作業同様に正確性が求められるため水はかけられず，粉じん

を刷毛や息で飛ばしながらの作業であったため，従業員は大量の石綿に曝

露した。 

(3)  大宮工場における石綿粉じん対策等 

ア 粉じん量の測定 

  被告が初めて作業環境測定を行ったのは，昭和４６年ころであり，それ

まで作業環境測定を行ったことはなかった（甲Ａ４１の１）。 

イ 集じん機の設置 

原料職場では，昭和５０年ころに一部がオートメーション化されたのに

伴い，初めて集じん機が設置された。（甲Ｇ９，Ｇ１０，原告Ｃ）  

石綿管仕上職場では，昭和４５年から昭和５０年ころに，初めて集じん

機が設置された。（証人Ｈ） 

ウ マスク（甲Ａ４１の１・２，Ｇ９，Ｊ１２，Ｊ１３，証人Ｈ，原告Ｃ） 

被告は，昭和３５年ころには，一部の従業員に対して弁付き又は弁のつ

いていないスポンジ製のマスクを支給していた。 

原告Ｃは，昭和４０年に原料職場で業務を始めた際，被告から弁付きの

マスク（息を吸うときに弁が閉まり，息を吐くときに弁が開くもの）を支

給されたが，原料職場の石綿粉じんの飛散量が多かったため，すぐにマス

クの弁がつまってしまった。原告Ｃは，昭和５０年ころに，被告からフィ

ルターのついた新しい規格のマスクを支給された。 

被告は，マスクの支給をした後も，従業員に対してマスクの着用を義務

づけることはなく，従業員によっては支給されたマスクを使用しない者も

いた。 

エ 石綿粉じんの危険性についての教育 

原告Ｃは，昭和５５年１月１１日，粉じんの発散防止，保護具の使用方
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法，粉じんに関する疾病等の特別教育を受けた（甲Ｇ４，原告Ｃ）。 

オ 健康診断の実施 

  被告は，昭和５０年ころからは，じん肺健康診断を実施していたが，そ

れ以前にはじん肺健康診断を実施していなかった（甲Ａ４１の１・２，Ａ

４７の１，Ｇ２，Ｊ８，Ｊ１２）。 

カ 安全衛生委員会の開催 

遅くとも昭和３３年ころには，定期的に労使による安全衛生委員会が開

催されていた（乙Ａ１１，証人Ｈ，原告Ｃ）。 

キ 労働組合による協約締結要求 

被告の従業員によって組織されていたＤ労働組合は，昭和４８年，被告

に対し，国家検定に適合する防じんマスクを従業員に使用させることやじ

ん肺健康診断を行うことなどを内容とするじん肺協定の締結を要求した

（乙Ａ４）。被告とＤ労働組合は，昭和４９年に，被告がじん肺法，労働

基準法，労働安全衛生法等の法令を遵守するとの内容の特別協定を締結し

た（乙Ａ５）。 

昭和５７年には，Ｄ労働組合が，被告に対し，定期的な粉じん測定，粉

じんに関する教育の実施，集じん等に必要な設備の改善，国家検定に合格

した粉じんマスクを使用させること，じん肺健康診断の実施などを内容と

する協定の締結を要求した（乙Ａ６）。 

(4)   亡Ｆ，原告Ｃの業務内容等 

ア 亡Ｆ 

亡Ｆは，昭和２９年８月ころから昭和５４年ころまで大宮工場の石綿管仕上

職場において，同年ころから昭和５７年１２月ころまでは鷲宮工場の継ぎ手加

工職場において，石綿管や継ぎ手を切断，切削する作業に従事した。亡Ｆは，

被告の工場の他に石綿粉じんに曝露する職場で就労したことはなかった。（甲

Ｊ１，Ｊ３，Ｊ１２，Ｊ１３，証人Ｈ） 
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イ 原告Ｃ 

原告Ｃは，昭和３９年１２月ころから昭和５６年３月ころまで大宮工場の原

料職場において，昭和５７年７月ころから同年１２月ころまでは鷲宮工場の原

料職場において，石綿を解綿し，原料を混合する作業に従事した。なお，昭和

５６年４月から昭和５７年７月までは，被告の他の工場で勤務した。（甲Ｇ

９，原告Ｃ） 

     原告Ｃは，被告の工場の他に石綿粉じんに曝露する職場で就労したこと

はなかった（甲Ｇ６）。 

(5)     亡Ｆ，原告Ｃの症状等 

ア 亡Ｆの症状 

 亡Ｆは，昭和５３年９月２０日に行われたじん肺健康診断の結果，昭

和５４年１０月１８日にじん肺管理区分２（じん肺法が定める胸部エッ

クス線写真の像，肺機能障害による区分で，管理１から４までがあり，

より症状が悪化しているものが管理４とされる（じん肺法４条））と決

定され，昭和５５年３月１７日に被告から決定についての通知を受けた

（甲Ｊ８）。平成２２年６月８日には，胸膜肥厚斑，小結節影，ばち状

指の各症状が確認された（甲Ｊ１）。同年７月には，悪性胸膜中皮腫と

の診断を受け，同年１０月１０日に，悪性胸膜中皮腫により死亡した

（甲Ｊ４の１，Ｊ５，Ｊ１１）。 

イ 原告Ｃの症状 

原告Ｃは，昭和５３年１０月２６日に行われたじん肺健康診断の結果，

昭和５４年１０月１８日にじん肺管理区分２と決定され，昭和５５年３月

１７日に被告から決定についての通知を受けた（甲Ｇ２）。平成１１年１

０月１８日には，胸膜肥厚斑が認められ，平成１２年以降は，せきやたん

の症状が見られた（甲Ｇ１の１）。平成２２年７月２４日には，合併症

（じん肺と密接な関係がある疾病として規定されるもの（じん肺法２条，
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同法施行規則１条））である続発性気管支炎に罹患していると診断された

（甲Ｇ５）。 

  (6)     石綿による健康被害についての知見，法令等 

ア 海外における主な知見 

１８９９年（明治３２年）に，イギリスのマレーにより最初の石綿肺の

報告がされて以降，石綿肺についての報告が相次いだ。１９３０年（昭和

５年）には，イギリスで大規模な疫学的調査が実施され，同年に開催され

たＩＬＯ（国際労働機関）の会議において石綿肺の危険性が報告された。

１９４３年（昭和１８年）には，ドイツのヴェドラーにより石綿が悪性中

皮腫の原因になることが報告された。（甲Ａ７，Ａ８） 

   イ 海外における法令等による規制 

イギリスでは，１９３１年（昭和６年）に，アスベスト（石綿）産業規

制法が成立した。アメリカの公衆衛生局は，１９３８年（昭和１３年）

に，粉じん対策として，集じん装置の設置，マスク着用，粉じん濃度の定

期測定等の対策をすべきであるとの勧告をし，ドイツの帝国労働省は，１

９４０年（昭和１５年）に，石綿関連企業等に対して，具体的に石綿粉じ

んへの対策を定めたガイドラインを発表した。（甲Ａ７） 

ウ わが国における知見 

昭和１５年に，保険院社会保険局支所長らによる石綿を扱う１４の工場

における石綿肺の発生状況に関する調査研究の結果が報告された。これに

よると，調査対象者のうち一定割合に石綿肺ないしその疑いが認められ，

勤続年数が長いほど石綿肺の罹患率が高く，たとえば勤続年数が３年から

５年では２０．８パーセント，１０年から１５年では６０パーセント，２

０年から２５年では１００パーセントの労働者が石綿肺に罹患していた。

昭和３２年に国立療養所近畿中央病院院長らによって行われた調査でも，

勤続年数ごとの罹患率について上記調査に類似した結果が報告された。
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（甲Ａ５１，乙Ａ２３） 

   エ わが国における法令等による規制 

    (ｱ) 工場法 

昭和４年，工場法に基づき，工場危害予防及び衛生規則が公布，施行

されるとともに，同年，工場危害予防及び衛生規則施行標準が発せら

れ，粉じんを発散し衛生上有害な場所では，排出密閉その他適当な設備

を設置することや，多量又は有害な粉じんを発散する場所で作業に従事

する者に適当な保護具を与えること，作業中には保護具を使用すべきで

あることが定められた（甲Ａ１２，Ａ１３）。 

    (ｲ)  労働基準法及び労働安全衛生規則 

昭和２２年に労働基準法及び労働安全衛生規則が制定され，使用者に

対し，粉じんを発散し衛生上有害な作業場所について，局所における吸

引や排出，機械の密閉その他適当な措置を設置することや，同作業場所

で作業する労働者に使用させるために，呼吸用保護具等適当な保護具を

備えることが義務付けられた。このほか，労働者に対する安全衛生教育

をすること，粉じんを発散する場所で常時作業する労働者に対しては，

雇い入れ時の健康診断のほか，毎年２回以上定期的に健康診断を行うこ

とが義務付けられた。（甲Ａ１４，Ａ１５） 

    (ｳ)  保護具についての規制 

昭和２４年に改正された労働安全衛生規則によって，保護具のうちマ

スクについては検定が義務づけられた。この検定に関して，昭和２５年

に定められた労働衛生保護具検定規則及び「労働衛生保護具のうち防じ

んマスクの規格」（労働省告示）により，ろじん効率に応じた第１種マ

スク及び第２種マスクが規定された。（甲Ａ１６，Ａ１７） 

さらに，昭和２６年に発出された「防じんマスクの規格の制定及び検

定の実施について」と題する通達（各都道府県労働基準局長あて労働省
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労働基準局長通達。以下本通達を「昭和２６年マスク通達」という。）

により，第１種マスク又は第２種マスクを使用すべき作業場の具体的な

粉じん量が規定された。また，同通達では，マスクを使用すべき作業の

例示として，石綿の解綿作業，石綿を使用するスレート製造作業等が挙

げられた。（甲Ａ１８） 

その後，昭和３０年に労働衛生保護具検定規則が一部改正されたこと

に伴い，同年に「防じんマスクの規格の制定及びそれに伴う労働衛生保

護具検定規則の一部改正について」と題する通達（以下「昭和３０年マ

スク通達」という。）が発出され，粉じんの種類，作業場における空気

中の粉じん量，主作業の強度に応じて，選択すべきマスクの種類及び種

別が示された（甲Ａ２１）。 

    (ｴ) 特殊健康診断についての通達 

昭和３１年当時，石綿を扱う作業に従事する労働者に対する健康診断

を義務づける法令はなかったが，同年に発出された「特殊健康診断指導

指針について」と題する通達（以下「昭和３１年健康診断通達」とい

う。）により，石綿を解綿，混合，切断，研磨等する作業に従事する労

働者に対して，胸部エックス線直接撮影を含む特殊健康診断を行うこと

が使用者の自発的措置として推奨された（甲Ａ２，Ａ５２）。 

(ｵ) 労働環境改善についての通達 

労働省労働基準局長は，昭和３３年に，昭和３１年健康診断通達等に

よる特殊健康診断の結果から異常所見を有する労働者がかなり存在する

ものと推定され，対策を要する実態にあると考えられるとして，各都道

府県労働基準局長あてに「職業病予防のための労働環境の改善等の促進

について」と題する通達を発出した（以下「昭和３３年環境改善通達」

という。）。これにより石綿粉じんを発散させる作業ごとの発散有害物

の抑制目標限度や粉じんの測定位置，測定方法のほか，解綿，混合，切
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断，研磨等の各作業については，局所排出装置を設けること，発散有害

物が抑制目標限度以下にならない場合には，検定（昭和３０年マスク通

達に定めるもの）に合格したマスクを着用させること等の指針が定めら

れた。（甲Ａ２５，Ａ２６） 

(ｶ) じん肺法（甲Ａ２７，Ａ２８） 

昭和３５年に，じん肺に関して適正な予防及び健康管理その他の措置

を講ずることで，労働者の健康の保持を図ること等を目的とするじん肺

法が制定，施行された。同法では，同法が適用される粉じん作業とし

て，石綿の解きほぐし，積みおろし，石綿製品の切断，研磨，仕上げ等

をする場所における作業が挙げられた。 

同法では，使用者に対して，労働基準法等の規定によるほか粉じんの

発生の抑制，保護具の使用等について適切な処置を講じるよう努めるこ

と，常時粉じん作業に従事する労働者に対する必要な教育を行うことが

定められた。 

また，新たに常時粉じん作業に従事することになった労働者に対して

は就業時，常時粉じん作業に従事する労働者のうち健康管理の区分が管

理２又は管理３である者に対しては１年に１回，それ以外の者について

は３年に１回，それぞれじん肺法に定められた健康診断を実施すべきこ

と，健康管理区分又はじん肺管理区分の決定がされたときは，遅滞なく

その内容を労働者に通知することが定められた。 

(ｷ)   特化則（甲Ａ３０） 

昭和４６年に，労働基準法に基づき，特化則が制定，公布された。同

規則では，石綿が規制の対象とされ，石綿の発散を防止するための局所

排気装置の設置や稼働についての具体的な定めがされ，作業場の空気中

の石綿粉じん濃度測定の定期的な実施が義務づけられた。 

 ２ 争点(1)（予見可能時期）について 
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(1)    労働契約上の使用者は，労働契約に付随する義務として，労働者が労務に

従事するに際してその生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき

義務（安全配慮義務）を負うものである。この安全配慮義務の前提として

使用者が認識すべき予見義務の内容は，生命，健康という被害法益の重大

性に鑑み，安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧であれば足り，必

ずしも生命，健康に対する障害の性質，程度や発症頻度まで具体的に認識

する必要はないというべきである。 

以下，上記に認定した石綿による健康被害についての各種知見と法令等に

よる規制に照らし，被告に上記予見可能性が認められる時期を検討する。 

(2)  石綿粉じんの危険性について，海外では明治３２年のイギリスでの報告

を初め，各種の報告がされ，これに伴い具体的な対策が検討されてきた。 

わが国においては，昭和４年に，工場法及び同法に基づく規則等により，

粉じんを発散する場所での作業について，適当な設備の設置や保護具の支給

が義務づけられたが，身体に有害な粉じんとして石綿粉じんを明示するもの

ではなかった。昭和１５年ころの調査研究により石綿粉じん作業と石綿関連

疾患の相関性が徐々に明らかとなり，昭和２６年マスク通達では，マスクを

使用すべき作業の例示として，石綿の解綿作業等が挙げられた。さらに，昭

和３１年健康診断通達では，特殊健康診断が推奨される作業に石綿を解綿，

混合，切断，研磨等する作業が挙げられ，昭和３３年環境改善通達では，特

殊健康診断等の結果，異常所見者が多数存在し対策を要する実態にあるとし

て，石綿粉じんの発散量の具体的抑制目標数値及び対策方法についての指針

が定められた。 

このように，石綿粉じんが身体に有害であるとの認識のもと，労働基準法

に基づく規則や通達によって石綿粉じんを発散する場所での労働に関して各

種の規制が定められていく中，昭和３５年にじん肺法が制定され，同法が適

用される粉じん作業として，石綿の解きほぐし，積みおろし，石綿製品の切
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断，研磨，仕上げ等をする場所における作業が挙げられ，使用者に対して，

労働基準法等の規定によるほか粉じんの発散の抑制，保護具の使用その他に

ついて適切な措置を講ずるよう努めるべきことや常時粉じん作業に従事する

労働者に対する教育及び定期的なじん肺健康診断を行うべきことが明らかに

された。 

そうすると，じん肺法が制定された昭和３５年ころには，石綿関連事業の

使用者である被告において，石綿粉じんへの曝露が健康被害を発生させるこ

とについて予見可能性があったというべきである。 

(3) 被告は，中皮腫の医学的知見は最近にいたっても確定していないとし，中

皮腫の発生を予見し得なかった時期においては，中皮腫に関する安全配慮義

務違反の責任を負わないと主張する。 

しかし，上記のとおり，使用者が認識すべき予見義務の内容は，生命，健

康という被害法益の重大性に鑑み，安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な

危惧であれば足り，必ずしも生命，健康に対する障害の性質，程度や発症頻

度まで具体的に認識する必要はないと解すべきであること，中皮腫の発生を

防ぐための対策とその他の石綿関連疾患を防ぐための対策とは質的に異なる

ものではないこと（弁論の全趣旨）からして，昭和３５年ころには，中皮腫

の発症について予見していなかったとしても，中皮腫についての責任を問う

前提としての予見可能性及び予見義務を認めることができるというべきであ

る。 

３ 争点(2)（安全配慮義務の内容及び義務違反の有無） 

被告には，従業員に対する安全配慮義務として，予見可能性が認められる

昭和３５年当時の法令等に照らし，以下に述べるとおり，①作業環境測定義

務，②石綿粉じんの発生飛散抑制義務，③マスク配布及び着用指導義務，④

教育義務，⑤健康診断実施義務が認められる。なお，原告らは，このほか

に，石綿を用いた作業自体を中止すべき義務があったと主張する。原告ら
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が，いつの時点で被告に同義務が発生すると主張するのかは明らかでない

が，少なくとも昭和３５年当時，石綿を用いた作業自体を中止すべき義務が

あったとは認められない。 

(1)     作業環境測定義務 

ア 石綿粉じんによる健康被害防止の対策を講じる前提として作業環境を測

定する必要があり，上記で認定した昭和３３年環境改善通達においても，

石綿を取り扱う職場における測定位置，測定方法や石綿の抑制目標限度が

定められていたことからすれば，被告には，定期的に職場の粉じん量の測

定を行う義務があったというべきである。 

イ 上記認定のとおり，被告は，昭和４６年ころまでは，定期的な粉じん量

の測定をしていなかった。これに対して被告は，昭和３４年８月に大宮工

場の粉じん量の測定を行い，その後昭和４６年ころまでは年に１回，その

後は年に２回，測定を行っていたと主張し，大宮関係時系列一覧表（以下

「時系列一覧表」という。乙Ａ９）を提出する。しかし，上記認定のとお

り，被告は昭和４８年にＤ労働組合から粉じん対策の推進を要求され，同

年ころには，すでに被告においてじん肺問題が顕在化していたと認められ

るのに対して，時系列一覧表は，本件訴訟提起後であり，被告と被告の元

従業員との間で石綿粉じんによる健康被害を理由とする損害賠償の紛争が

起きた後である平成２３年６月２０日に被告により作成されたものである

（乙Ａ９）上，時系列一覧表の作成の元となる資料は何ら提出されず，そ

の記載内容は単に測定を行っていたとするだけであって測定の具体的内容

や結果も明らかでない。これらの事情からすると，本件において，時系列

一覧表に記載されたとおりのことが行われたと認めることはできない。 

  したがって，被告が，定期的に職場の粉じん量を測定する義務に違反し

たことが認められる。 

(2)     石綿粉じんの発生飛散抑制義務 
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ア 上記認定のとおり，昭和２２年に制定された労働基準法及び労働安全衛

生規則により，使用者には，人体に有害な粉じんを発生する場所に排出密

閉その他適当な設備を設置することが義務付けられ（同規則では，石綿粉

じんが有害な粉じんとして例示されるなどはされなかったが，上記認定の

とおり昭和３５年ころには，石綿粉じんが人体に有害であることは被告に

おいて予見可能であった。），昭和３３年環境改善通達でも，石綿の抑制

目標限度や局所排出措置を設けることなどが定められていたことからすれ

ば，被告は，昭和３５年以降，石綿粉じんの発生，飛散を抑制する措置を

講じる義務があったというべきである。 

イ 上記認定のとおり，大宮工場における原料職場，石綿管仕上職場，継ぎ

手加工職場には大量の石綿粉じんが飛散していたにもかかわらず，原料職

場では，昭和５０年ころに工程の一部がオートメーション化されるまで石

綿粉じんの飛散防止措置は採られず，オートメーション化がされた以降

も，従業員は大量の石綿に被爆する作業を行う必要があり，また，石綿管

仕上職場においては，昭和４５年から昭和５０年ころまで，集じん機が設

置されなかった。 

これに対し，被告は，原料職場のオートメーション化を行ったのは昭和

４０年ないし昭和４２年にかけてであり，遅くとも昭和３７年以降には，

各作業場に吸じん機ないし集じん機を設置していたなどと主張し，「作業

環境改善実施状況」と題する書面（以下「改善実施状況表」という。乙Ａ

１３）や時系列一覧表（乙Ａ９）を提出する。 

しかし，改善実施状況表は，被告においてじん肺問題が顕在化した以降

の昭和５９年７月１９日に被告が作成したものであり（乙Ａ１３），書面

の作成の元となる資料は何ら提出されず，設置したとする設備の具体的な

内容や機能，効果も明らかではない。時系列一覧表中の吸じん機等設置の

記載部分は改善実施状況表を基に作成されたものと認められる。これらの
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事情からすると，本件において上記各書面に記載されたとおりのことが行

われたと認めることはできない。 

したがって，被告が，石綿粉じんの発生，飛散の抑制措置を講じる義務

に違反したことが認められる。 

  (3) マスク配布及び着用指導義務 

ア 上記認定のとおり，昭和２２年に制定された労働基準法及び労働安全

衛生規則により，使用者には，粉じんを発散し衛生上有害な作業で使用

するために呼吸用保護具等適当な保護具を備えるべきことが義務付けら

れ，昭和２５年に制定された労働衛生保護具検定規則及び「労働衛生保

護具のうち防じんマスクの規格」（労働省告示）において，防じんマス

クの規格が定められた。これに関する昭和２６年マスク通達では，防じ

んマスクの使用基準の例示として石綿粉じんを発生させる作業が挙げら

れ，昭和３５年に制定されたじん肺法においても，使用者は，労働基準

法等によるほか，保護具の使用等について適切な処置に努めることが定

められた。 

これらの規制状況に鑑みれば，被告には，法令に適合したマスクを従業

員に配布し，これを着用するよう指導する義務があったというべきであ

る。 

イ 上記認定のとおり，被告は，昭和３５年ころには，従業員に対してマス

クを支給していたが，このとき支給されていたマスクは，被告の主張によ

っても労働衛生保護具検定規則が定める国家検定を満たしたものではなか

った。 

被告は，その後の昭和３７年１月には，国家検定に適合する防じんマス

クを新たに選定し，その後も国家検定の規格が変更するたびにこれに合っ

たマスクを支給してきたと主張し，「保護具の支給と使用状況」と題する

書面（以下「保護具支給状況表」という。乙Ａ１２）や時系列一覧表（乙
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Ａ９）を提出する。 

しかし，保護具支給状況表は，じん肺問題が顕在化した以降の昭和５９

年７月１９日に被告が作成したものであり，書面作成の元となる資料も何

ら提出されず，支給したとするマスクがどのようなものであったかも明ら

かでない。時系列一覧表中のマスク支給の記載部分は，保護具支給状況表

を基に作成されたものと認められる。また，Ｄ労働組合が，昭和４８年

に，被告に対して国家検定に合格した防じんマスクを使用させることを内

容とするじん肺協定の締結を求めていることからすれば，同時点において

も国家検定に合格したマスクが支給されていなかったことがうかがわれ

る。そうすると，被告が昭和３７年１月以降に，国家検定に適合するマス

クを支給していたことは認めることができない。 

したがって，被告が，法令に適合したマスクを配布し着用指導を行う義

務に違反したことが認められる。 

(4)     教育義務 

ア 昭和３５年に制定されたじん肺法により，使用者には，常時粉じん作業

に従事する労働者に対して必要な教育を行うことが義務づけられた。そし

て，石綿粉じんの曝露による人体への影響が重大であることに鑑みれば，

被告は必要な教育として，少なくとも石綿粉じんの有害性やじん肺関連疾

患の予防方法について従業員に教育を行う義務があったというべきであ

る。 

イ 上記認定のとおり，被告は，昭和５５年ころには，原告Ｃに対して，粉

じん作業についての特別教育を行ったが，これ以前に従業員に対して石綿

粉じんの有害性や石綿関連疾患の予防方法についての教育は行わなかっ

た。 

これに対して，被告は，遅くとも昭和３０年代には，被告工場の従業員

に対して安全衛生手帳を配布しており，同手帳には，防じんマスク及び保
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護用具を着用することや，打ち水を行うことなど職場ごとに安全及び衛生

の注意及び義務内容が明記されていた旨主張する。しかし，被告が提出す

る安全衛生手帳は，被告の高松工場で配布されたものであるところ（乙Ａ

１０），証人Ｈ及び原告Ｃは，大宮工場においてこのような安全衛生手帳

を交付されたことはない旨供述しており，大宮工場において，いつ，どの

ような内容の手帳等が配布されていたかは証拠上明らかではない。また，

被告が提出する安全衛生手帳の内容は，一般的な労働安全や労働衛生のた

めの注意事項のほか，じん肺については「ホコリの衛生」との章におい

て，粉じん，特に鋳物砂は有害性が高く，肺の中に沈着するとなくならな

い結果，結核にかかりやすくなること，その予防のために打ち水，防じん

マスクの着用，うがいが推奨されることという簡単な記載がされているに

すぎず（乙Ａ１０），これにより石綿粉じんの危険性や石綿関連疾患を予

防するための具体的な方策について十分な教育がなされていたと認めるこ

とはできない。 

また，被告は，昭和３３年ころから被告で行われていた安全衛生委員会

においてマスクの使用状況や粉じんの発生状況等についての確認，改善策

等の協議がされていたと主張する。しかし，上記で認定したように，昭和

３５年以降も従業員によっては支給されたマスクを使用しない者がいたこ

とや，従業員が大量の石綿に曝露する作業を継続的に行っていたことから

すれば，安全衛生委員会において上記事項が十分に協議されていたとは認

められない。 

以上のとおり，被告は，昭和５５年以降には，従業員に対して粉じん作

業についての特別教育を行っていたことは認められるものの，昭和３５年

以降昭和５５年ころまでの間に，従業員に対して石綿粉じんの有害性や石

綿関連疾患の予防方法についての十分な教育を行っておらず，従業員に必

要な教育をする義務に違反したことが認められる。 
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(5)     健康診断実施義務 

ア 昭和３５年に制定されたじん肺法により，被告には，前記１(6)エ(ｶ)で

認定したとおりの規制に沿った健康診断を実施し，健康管理区分又はじ

ん肺管理区分の決定がされたときは，遅滞なくその内容を従業員に通知

する義務があった。 

イ しかし，上記認定のとおり，被告は，昭和５０年ころからはじん肺健

康診断を実施していたが，それ以前には，じん肺健康診断を実施してい

なかった。 

これに対して，被告は，昭和３５年のじん肺法の制定以降，じん肺健康

診断を実施してきたとして，時系列一覧表（乙Ａ９）を提出するが，前記

(1)イと同様の理由により，時系列一覧表から被告の主張を認めることは

できない。 

したがって，被告が，じん肺法に基づくじん肺健康診断を行い，診断結

果を遅滞なく従業員に通知する義務に違反したことが認められる。 

(6)     まとめ 

以上より，被告は，上記(1)ないし(5)の安全配慮義務違反により原告らが

被った損害について債務不履行に基づく責任を負う（なお，被告は，上記と

同じ内容の予見義務・回避義務違反の過失による不法行為に基づく責任を負

うことになるが，この場合の結論も以下と同じとなるものである。）。 

 ４ 争点(3)（因果関係） 

  (1)     上記認定のとおり，亡Ｆは昭和２９年８月ころから昭和５４年３月ころ

までの間，原告Ｃは昭和３９年１２月ころから昭和５６年３月ころまでの

間，大宮工場の石綿粉じんの発生する職場で業務に従事しており，被告に安

全配慮義務違反が認められる昭和３５年以降，亡Ｆは約１９年，原告Ｃは約

１７年もの間，石綿粉じんに曝露していた。また，亡Ｆ及び原告Ｃは，いず

れも大宮工場で就労中の昭和５３年に行った健康診断の結果じん肺管理区分
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２と決定されている。 

加えて，石綿の曝露から中皮腫発症までの潜伏期間は４０年前後であると

ころ，亡Ｆが悪性胸膜中皮腫との診断を受けたのは平成２２年７月であるこ

と，亡Ｆ及び原告Ｃは被告工場の他に石綿粉じんに曝露する職場で就労したこと

はなかったことに鑑みれば，亡Ｆ及び原告Ｃは，大宮工場での就労により石綿

関連疾患に罹患し，あるいはこれにより死亡したことが認められる。 

  (2)     そして，以上判示したことに上記３で認定した被告による安全配慮義務

違反の内容及び程度を総合すれば，被告による安全配慮義務違反と亡Ｆ及び

原告Ｃの石綿関連疾患への罹患及びこれによる死亡との間に相当因果関係が

あると認めるのが相当である。 

５ 争点(4)（損害） 

(1)    原告Ａ及び原告Ｂ 

 ア 慰謝料                 ２５００万円 

   亡Ｆがじん肺管理区分２と決定され，悪性胸膜中皮腫により死亡した

こと，被告の安全配慮義務違反の内容その他諸般の事情を考慮すると，

亡Ｆに生じた損害を包括する慰謝料として上記金額とするのが相当であ

る。 

 イ 弁護士費用                ２５０万円 

 認容額その他諸般の事情を考慮すると，上記金額が相当である。 

   ウ 相続 

     上記前提となる事実のとおり，原告Ａ及び原告Ｂは，亡Ｆの権利を２分

の１ずつの割合で取得したため，それぞれ１３７５万円の損害賠償請求権

を有する。 

(2)  原告Ｃ 

ア 慰謝料                 １３００万円 

   原告Ｃがじん肺管理区分２と決定され，合併症として続発性気管支炎
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を発症したこと，被告の安全配慮義務違反の内容その他諸般の事情を考

慮すると，原告Ｃに生じた損害を包括する慰謝料として上記金額とする

のが相当である。 

 イ 弁護士費用                １３０万円 

     認容額その他諸般の事情を考慮すると，上記金額が相当である。  

第４ 結論 

以上によれば，原告らの被告に対する請求は，原告Ａ及び原告Ｂにつき，

それぞれ１３７５万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成２

３年２月１０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める限度で，原告Ｃにつき，１４３０万円及び前同様の遅延損害

金の支払を求める限度で理由があるから認容し，その余は理由がないから棄

却することとして，主文のとおり判決する。 
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